
国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程の全部を改正する規程 

国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程（１６ 経教 規則第２９号）の全部を次の通り改正する。 

現   行 改  正（案） 備   考 

国立大学法人東京農工大学職員再雇用規程 

                     平成１６年４月７日 

                  １６ 経教 規則第２９号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則（以下「就

業規則」という。）第２０条の規定に基づき、定年により退職した職

員の再雇用について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （対象者） 

第２条 再雇用の対象となる職員は、再雇用する年度の前年度末に定年退

 職した者とする。 

 

 

 

 

 

 （再雇用の方法） 

第３条 再雇用は、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運

営に資するため、特に必要があると認められる場合において、１年を超え

 ない範囲内の期間（再雇用しようとする日の属する年度の末日までの期 

 間に限る。）を定めて採用するものとする。 

 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則（以下「就

業規則」という。）第２０条の規定に基づき、定年により退職した職員の再

雇用について、必要な事項を定めるものとする。 

 （適用就業規則） 

第２条 この規程により再雇用された職員（以下、「再雇用職員」という。）は、

この規程に定めるもののほか、国立大学法人東京農工大学非常勤職員就

業規則（以下「非常勤職員就業規則」という。）の適用を受けるものとする。 

 （職名） 

第３条 再雇用職員の採用は、非常勤職員就業規則に定めるパートタイム

契約職員とし、その職名は、再雇用職員とする。 

 （対象者） 

第４条 再雇用の対象となる職員は、就業規則第４条第１項に規定する事 

 務職員及び技術職員のうち、就業規則第１９条第１項に定める定年退職 

 する時に次条に定める再雇用基準に該当する者とする。 

２ 前項にかかわらず学長が、特に必要と認めた者とする。 

（再雇用基準） 

第５条 労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づく基準と

する。 

 （再雇用の方法） 

第６条 再雇用は、その者の知識、経験及び希望等を参考に、本学が総合

的な判断に基づき１年を超えない範囲内の期間（再雇用しようとする日の属

する年度の末日までの期間に限る。）の雇用条件を年度ごとに提示し、採用

するものとする。 

 

 



２ 前項に規定する採用は、再任用を希望する者の中から、従前の勤務実

績等に基づく選考により行う。

 （試用期間） 

第４条 就業規則第８条の規定にかかわらず、再雇用された職員（以下「再

雇用職員」という。）には、試用期間を設けないものとする。

 （雇用期間の更新） 

第５条 再雇用職員の雇用期間は、更新直前の雇用期間の勤務実績が良

好である場合に限り、１年を超えない範囲内（期間を更新しようとする日の

属する年度の末日までの期間に限る。）で更新することができる。

２ 雇用期間を更新しようとする場合には、再雇用職員の同意を得て行うも 

 のとする。 

 

 （再雇用の上限年齢） 

第６条 再雇用職員の雇用期間（延長された雇用期間を含む。）の上限

は、生年月日の別により定める次表の上限年齢に達する日以後における

最初の３月３１日以前とする。

生  年  月  日 上限年齢 

 昭和１８年４月２日～昭和２０年４月１日    満６２歳 

 昭和２０年４月２日～昭和２２年４月１日    満６３歳 

 昭和２２年４月２日～昭和２４年４月１日    満６４歳 

 昭和２４年４月２日以降    満６５歳 

 （休暇） 

第７条 再雇用職員の年次休暇は、定年退職に引き続き再雇用職員となっ

た場合には、当該退職時における未使用の日数を付与するものとする。

２ 第５条の規定により雇用期間を更新された場合の年次休暇は、更新さ

れた日の前日における未使用の日数を付与するものとする。

３ 定年退職に引き続かずに再雇用職員となった場合の年次休暇は、 新

たに採用された職員として取り扱い、在職期間に応じた年次休暇日数を付

与するものとする。

 （勤務時間等） 

第８条 再雇用職員の勤務時間・休暇に関する事項については、前条に定

 

 

 

 

（雇用期間の更新） 

第７条 再雇用職員の雇用期間は、更新直前の雇用期間の勤務実績が良

好である場合及び受診した職員健康診断結果等を産業医が判断し、就業

上の支障がない者に限り、１年を超えない範囲内（期間を更新しようとする

日の属する年度の末日までの期間に限る。）で更新することができる。 

２ 雇用期間を更新しようとする場合には、再雇用職員の同意を得て行う 

 ものとする。 

 （再雇用の限度） 

第８条 再雇用職員の雇用期間（更新された雇用期間を含む。）の上限は、

次表に定める定年退職年月日ごとの上限年齢に達する日以後における最

初の３月３１日までとする。

定 年 退 職 年 月 日 上限年齢

平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 満６２歳

平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日 満６３歳

平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日 満６４歳

平成２５年４月１日～ 満６５歳

 （休暇） 

第９条 再雇用職員の年次休暇は、定年退職に引き続き再雇用職員となっ

た場合には、当該退職時における未使用の日数を付与するものとする。 

２ 第７条の規定により雇用期間を更新された場合の年次休暇は、更新され

た日の前日における未使用の日数を付与するものとする。 

 

 

 

（労働時間等） 

第１０条 再雇用職員の労働時間・休暇に関する事項については、次の各

号に掲げるもののほか、非常勤職員就業規則によるものとする。 



めるもののほか、「東京農工大学職員勤務時間、休暇等に関する規程」に

よるものとする。

 

 

 

 

 （給与） 

第９条 再雇用職員の給与に関する事項については、本条に特段の定め

がある場合を除き、「東京農工大学職員給与規程」（以下「職員給与規程」

という。）によるものとする。

２ 再雇用職員の給与月額については、別表第１に定めるところによる。 

３ 再雇用職員には、職員給与規程第２条に規定する諸手当のうち、俸給

の調整額、管理職手当、都市手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務

手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、期末特

別手当を支給する。

 （退職手当） 

第１０条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。 

 （懲戒） 

第１１条 再雇用職員の定年退職となった日までの引き続く職員としての在

職期間中の行為が、就業規則第４０条に規定する懲戒事由に該当したとき

は、これに対して懲戒に処することができる。

 

 （休職） 

第１２条 再雇用職員には、就業規則第１３条第４号に規定する休職は適 

 用しない。 

 （就業規則の準用） 

第１３条 再雇用職員には、本規程に定めるところのほかは、就業規則を準

 用する。 

 

   附 則  省略 

 

 一 １日の労働時間数は６時間以内とする。 

 二 １週の労働時間数は１８時間以上３０時間以内とする。 

 三 １週の労働日数は３日以上５日以内とする。 

２ 前項にかかわらず学長が必要と認めた場合には、その都度定める労働

時間等とすることができる。 

（給与） 

第１１条 再雇用職員の給与に関する事項については、次項に掲げるもの

のほか国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程（以下「非常勤職

員給与規程」という。）によるものとする。 

２ 再雇用職員の時間給については、別表に定める金額の範囲内とす 

 る。 

３ 前２項にかかわらず学長が必要と認めた場合には、その都度定める金 

 額とすることができる。 

 

 （退職手当） 

第１２条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。 

 （懲戒） 

第１３条 懲戒に関する事項は、国立大学法人東京農工大学職員懲戒規 

 程による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 省略（現行どおり） 

 

  別表（第１１条関係）



適用俸給表 適用区分 適用時間給

国立大学法人東京農

工大学職員表彰規程

（以下、「職員表彰規

程」という。）第２条第１

項のいずれかに該当

する者

職員給与規程別表第２

の一般職俸給表（一）の

再雇用職員の４級の俸

給で計算した時間給

国立大学法人東

京農工大学職員

給与規程（以下

「職員給与規程」

という。）別表第２

の一般職俸給表

（一） 

 

 

上記の適用区分に該

当しない者

職員給与規程別表第２

の一般職俸給表（一）の

再雇用職員の３級の俸

給で計算した時間給

職員表彰規程第２条第

１項のいずれかに該当

する者

職員給与規程別表第２

の一般職俸給表（二）の

再雇用職員の３級の俸

給で計算した時間給

職員給与規程別

表第２の一般職

俸給表（二） 

 

 

 

上記の適用区分に該

当しない者

職員給与規程別表第２

の一般職俸給表（二）の

再雇用職員の２級の俸

給で計算した時間給

職員表彰規程第２条第

１項のいずれかに該当

する者

職員給与規程別表第２

の教育職俸給表の再雇

用職員の２級の俸給で

計算した時間給

職員給与規程別

表第２の教育職

俸給表 

 

 

 

上記の適用区分に該

当しない者

職員給与規程別表第２

の教育職俸給表の再雇

用職員の１級の俸給で

計算した時間給
 

附 則（１８教 規程第４０号） 

この規程は、平成１８年１２月２６日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 


